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国民年金
だより
問い合わせ先

保険年金課　年金係
1（４０）５５５８

◎
メ
リ
ッ
ト
1

老
後
を
ず
っ
と
支
え
る

終
身
の
年
金

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、
医
療

技
術
の
進
歩
等
に
よ
っ
て
、
今
後

も
さ
ら
に
延
び
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
老
後
の
生
活
費
の
不
安
が
大

き
く
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
は
、

生
き
て
い
る
限
り
年
金
が
受
け
取

れ
る
一
生
涯
の
保
障
で
す
。

◎
メ
リ
ッ
ト
２

不
測
の
事
態
に
備
え
る

保
険
と
し
て
の
年
金

国
民
年
金
は
老
後
だ
け
で
な
く
、

加
入
者
が
事
故
や
病
気
で
障
害
が

残
っ
た
場
合
は
「
障
害
基
礎
年
金
」

が
支
給
さ
れ
、
死
亡
し
た
と
き
は
、

そ
の
遺
族
に
「
遺
族
基
礎
年
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

公
的
年
金
の
障
害
・
遺
族
年

金
は
日
本
の
人
口
の
20
人
に
1

人
が
受
給

◎
メ
リ
ッ
ト
３

納
め
た
保
険
料
分
は

税
金
の
負
担
が
軽
減

納
め
た
保
険
料
は
「
社
会
保
険

料
控
除
」
と
し
て
全
額
控
除
の
対

象
と
な
り
、
税
金
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

※

被
保
険
者
（
ご
本
人
）
の
代

わ
り
に
納
付
義
務
者
（
配
偶

者
・
世
帯
主
）
が
納
付
し
た
場

合
は
、
納
付
義
務
者
が
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※

平
成
17
年
分
の
申
告
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
社
会

保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る

場
合
に
は
、
申
告
書
の
提
出
の

際
に
「
社
会
保
険
料
控
除
証
明

書
」
や
領
収
書
な
ど
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
等
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

◎
メ
リ
ッ
ト
４

生
涯
の
年
金
額
は

保
険
料
の
1.7
倍
以
上

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、

1
／
3
（
将
来
は
1
／
2
）
が
国

庫
負
担
（
税
金
）
で
賄
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
払
っ
た
保
険
料

を
上
回
る
給
付
を
受
け
ら
れ
る
計

算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
試
算
で
は
、
今

年
20
歳
に
な
っ
た
人
で
も
、
納
め

た
保
険
料
の
1.7
倍
以
上
と
な
り
ま

す
。

（
注
１
）

保
険
料
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
40
年
間
納
付
す
る
も
の
と
仮
定
。

（
注
２
）

年
金
額
は
、
20
歳
の
方
は
65
歳

か
ら
87
歳
ま
で
、
50
歳
の
方
は
65

歳
か
ら
85
歳
ま
で
受
給
す
る
も
の

と
し
て
計
算
。（
60
歳
か
ら
の
平
均

余
命
…
20
歳
の
方
は
27
年
、
50
歳

の
方
は
25
年
）

（
注
３
）

保
険
料
及
び
年
金
額
は
、
納
め

た
保
険
料
の
総
額
と
65
歳
以
降
に

給
付
さ
れ
る
年
金
の
総
額
を
賃
金

上
昇
率
を
用
い
て
各
世
代
が
65
歳

に
な
っ
た
時
点
の
金
額
と
し
て
算

出
し
、
そ
の
金
額
を
物
価
上
昇
率

で
割
り
引
い
て
現
在
価
値
（
平
成

16
年
度
）
に
置
き
換
え
た
も
の
。

（
2
0
0
9
年
か
ら
の
経
済
前
提
と

し
て
、
賃
金
上
昇
率
が
2.1
％
、
物

価
上
昇
率
が
1.0
％
）

◎
メ
リ
ッ
ト
５

国
民
年
金
は
経
済
の

変
動
に
も
負
け
ま
せ
ん

賃
金
や
物
価
の
変
動
に
あ
わ
せ

て
、
年
金
を
支
え
る
力
と
給
付
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
仕
組
み
に
よ
り

年
金
額
が
改
定
さ
れ
る
た
め
、
年

金
に
加
入
（
20
歳
）
し
て
か
ら
年

金
を
受
給
（
65
歳
）
す
る
ま
で
の

間
、
経
済
社
会
が
大
き
く
変
動
し

た
と
し
て
も
、
年
金
の
価
値
が
保

証
さ
れ
る
の
で
す
。

■
老
齢
基
礎
年
金
額

60
万
円
（
昭
和
61
年
度
）

↓

79
万
2
千
100
円
（
平
成
18
年
度
）

こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
有
利

で
魅
力
的
な
制
度
で
す
！

●税金軽減額（税率10％の方の場合）
1年間の保険料･･･165,200円
1月～4月：13,580円×4か月
5月～12月： 13,860円×8か月

⇒確定申告で戻る額は
16,520円（支払額の10％）

負担額と給付額

（保険料と年金のスライドを考慮して計算したもの）



国民年金保険料の納め方

思いやりと交流で創る 新生文化都市
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国民年金保険料の納め方
国民年金の保険料は以下の方法で納められます

○金融機関・郵便局・コンビニの窓口で納める
保険料は事前にお届けする納付書で納めます。社会保険事務所の窓口でも納付できます。
なお、お手元に納付書がないときには、栃木社会保険事務所（10282-22-6074）までお電話ください。
○インターネットや携帯電話で納める
イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を ご 利 用 し て の 納 付 方 法 に つ い て は 「 社 会 保 険 庁 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.sia.go.jp/）」でご案内しております。
○口座振替で納める
口座振替をご利用される方は、お近くの社会保険事務所または金融機関の窓口で手続きをお願いします。

資力があるにもかかわらず保険料を納めない方には、財産等の差押えの手続きをすることがあります。

例えば、当月末に口座振替（早割）すると月々「50円」の割引となります。
また、まとめて１年分を口座振替すると、「3,490円」の割引です。

お申し込み方法

納付案内書の2枚目「口座振替納付申出書」と「口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、金
融機関届出印を捺印のうえ、お近くの社会保険事務所または口座を開設している金融機関、郵便局へお
申し込みください。（依頼書は社会保険事務所または金融機関に備え付けてあります）
★口座振替が開始されるまで、お申し込み後1～2か月程度かかります。口座振替が開始されるまでの間
は現金で納付していただくことになりますのでご了承ください。
★今から口座振替の「1年前納」をお申し込みいただいた場合、最初の1年前納は平成19年4月末からと
なります（以後、毎年4月末に1年分振替）。それまでの間は、毎月納付（翌月末振替）となりますの
でご了承ください。

年金受給者が亡くなったときには・・・
年金を受けている方が死亡したときや、死亡した方に支払われるはずであった未支給年金があるとき

には、届出が必要です。
① 死亡の届出
「年金受給者死亡届」に年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類（戸籍抄本等）を添えて提出し

てください。
提出が遅れて、亡くなった月以降の年金を受けた場合には、その分を後日返していただくことになり

ますので、速やかに提出してください。また、この届出は戸籍や住民票の死亡届とは別に必要なもので
すので、ご注意ください。
② 未支給年金の請求
年金は、受けている方が死亡した月分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずの年金が残っ

ている場合は、その分の年金（未支給年金といいます）を遺族の方（死亡した方と生計を同一にしてい
た①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順）が受けとることができますので、「未支給年金・
保険料給付請求書」を提出してください。
詳しくは、栃木社会保険事務所へお問い合わせください。（10282-22-4134）

★便利でお得な口座振替がおすすめです！★




